
 E･C緊急地震速報プレミアムサービス利用規約  

 

第 1章 総則 
第１条（本規約の目的） 

E･C 緊急地震速報プレミアムサービス利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社アース・キャスト（以下「当社」といいます。）が提供する E･C 緊急

地震速報プレミアムサービス（以下「本サービス」といいます。）の利用について定めます。 

2  E･C緊急地震速報プレミアムサービス契約者（以下「契約者」といいます。）は、本規約を誠実に遵守するものとします。 

第２条（本規約の範囲） 

本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する内容に適用します。 

2 本サービスを利用する為の専用受信機、専用受信機周辺機器、ネットワーク機器設備及び、インターネット回線等において、各提供会社が実施するもの

であり、当社及び、本サービスが提供するものではありません。 

第３条（定義） 

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

1 緊急地震速報： 

地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、これに基づいて各地での

主要動の到達時刻や震度を予測し、可能な限り素早く知らせる地震動の予報で、財団法人気象業務支援センター経由で気象庁から発表される情報。なお、

緊急地震速報は、以下のような有効でない場合があります。 

(1) 直下型地震の場合など、速報が主要動の到達に間に合わない、もしくは、猶予時間が極端に短い場合があります。 

(2)震度、到達猶予時間などの予測に誤差がある場合があります。 

(3)地震以外の要因（事故、落雷など）による誤報のおそれがあるなどの原理的限界も存在します。 

 2 その他の情報 

 財団法人気象業務支援センター経由で気象庁から発表される各種気象情報。 

3 E･C緊急地震速報プレミアムサービス 

緊急地震速報の速報データを、契約者の専用受信機向けに配信する電気通信サービスならびに、付加されるサポートサービス。 

4 E･C緊急地震速報プレミアムサービス契約（以下、「本契約」といいます）： 

当社から緊急地震速報の速報データの配信サービスならびに、付加されるサポートサービスの提供を受けるための契約 

5 E･C緊急地震速報プレミアムサービス契約者： 

当社と、E･C緊急地震速報プレミアムサービスの契約を締結している者。 

6 緊急地震速報専用受信機（以下、「専用受信機」といいます） 

緊急地震速報配信契約者が設置する「緊急地震速報」配信サービスの受信・演算・発報を行う、当社指定の専用の端末装置。 

7 専用受信機周辺機器 

専用受信機に有線及び、無線にて接続し、専用受信機と連携して、発報・制御、その他機能する機器。 

8 配信サーバー（以下、「本サーバー」といいます） 

専用受信機の端末情報を登録するサーバー及び、緊急地震速報を配信するサーバー。 

なお、当該専用受信機が本サーバーに登録されて初めて本サービスが利用可能となります。 

9 付加されるサポートサービス 

  E･C緊急地震速報プレミアムサービスにて利用可能となる以下のサービス 

(1) 端末の保証期間 （利用開始日から 1年間） 

(2) 代替端末機器の発送対応（発送等は、取次代理店または、指定メンテナンス事業者からの申し出による対応となります。） 

10 消費税相当額 

消費税法（昭和63年法律第108号）及び、同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法（昭和25年法律第226号）及び、

同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

第４条（本規約の変更） 

当社は本規約を必要に応じて変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。 

2 当社はこの規約を変更するときは、変更内容の詳細について当社が適切と判断する方法で通知するものとします。 

 

第 2章 契約 
第５条（契約の条件） 

契約者は、専用受信機を所有し、本サービスのデータの受信に必要な電力、インターネット回線、その他の必要な機器設備を確保し、永続して本サービス

を受けられる状況にあるものとします。 

2 本サービスは緊急地震速報を受信する為の専用受信機、ならびに、専用受信機周辺機器、ネットワーク機器設備、インターネット回線、電力、その他の

必要な機器設備は、契約者もしくは、契約者が提供を受ける当該事業者等にて準備・設置・設定するものとし、当社は、これらの機器・設備・回線等に関し

て、一切責任を負いません。 

3 契約者は、前2項の条件及び、第３条記載の緊急地震速報の特性の内容等について十分理解するものとし、行動マニュアル整備や行動訓練等、専用受

信機の作動時を想定した備えを整えるものとします。 



第６条（契約の単位） 

当社は、１の専用受信機につき、１の本サービス契約を締結いたします。 

第７条（本契約の利用申込） 

本サービス利用申込者（以下、「申込者」といいます）は、本規約に同意し、当社指定の申込書に必要事項を記入のうえ、それを当社に提出する、ことにより

申込を行うものとします。 

2申込者は、申込書に記入の住所もしくは設置先住所にて、本サービスを利用する当事者とします。 

第８条（利用申込の承諾） 

当社は本契約の申込みを承諾した場合は、本サービスの提供をもって通知といたします。 

2 当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の利用申込を承諾しないことがあります。 

（1）本サービスを提供することが技術上著しく困難であると判断した場合。 

（2）以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合。 

（3）申込みの内容に虚偽記載があった場合。 

（4）申込者が暴力団ならびに、その他反社会的団体、および当該団体に属する者と認められる場合。 

（5）当社のサービス全般に係る業務の遂行上著しい支障がある又は、申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用する可能性がある 

と当社が判断した場合。 

（6）本規約に同意しない場合。 

（7）その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合。 

3 前項の規定により本サービスの申込みを承諾しない場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込みを承諾しない理由を開示

する義務を負わないものとします。 

第９条（利用開始日） 

本サービスの提供は、当社が前項の申込書記載内容を本サーバー上に登録完了した日より開始します。利用開始の通知は、本サービスの提供をもって

通知といたします。 

第１０条（契約事項の変更の届け出） 

契約者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします。 

2 契約者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人もしくは、合併により新設された法人は、合併の日から 14日以内に当社所定の書類を当社に

届け出るものとします。 

3 当社は、前項の変更の届け出が遅れたこと及び、同届け出を怠ったことにより契約者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないも

のとし、同届け出が遅れたこと及び、同届け出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したとみなすことが

できるものとします。 

4. 当社は、契約者について次の事情が生じた場合は、契約者の同一性及び、継続性が認められる場合に限り、第2項及び、第3項を準用します。 

（1）契約者である法人の事業の分割による新たな法人への変更。 

（2）契約者である法人の事業の譲渡による別法人への変更。 

（3）契約者である任意団体の代表者の変更。 

（4）その他前各号に類する変更。 

第１１条（相続）  

契約者が個人であり、その契約者個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から 3 ヶ月以内にその相続人が当社所定

の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上

の地位を承継する者は 1人に限るものとし、申し出も当該1人の相続人がなすものとします。 

第１２条（利用権の譲渡）  

契約者は、本利用規約に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできません。 

第１３条（契約者が行う本契約の解除） 

契約者は、当社に対し毎月 20 日までに当社が定める所定の様式により当社に対して本契約の解除を届け出ることにより、翌月末日をもって利用契約を解

約することが出来ます。 

2 契約者が、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。  

第１４条（当社が行う本契約の解除） 

当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、その本契約を解除することがあります。 

（1）第15条ならびに第21条（利用停止）第1項各号のいずれかに該当する場合。 

（2）差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の申立があった場合。 

（3）手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合。 

（4）その他本利用規約に違反した場合。 

2 当社は、前項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限

りでありません。 

3 当社は、前2項の規定による本契約の解除により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。 

第１５条（本契約の締結の拒絶と解約事由） 

当社は、次に掲げる事由に該当するときは、契約の締結に応じないものとします。 



（1）契約者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力（以下「暴力団等反社会勢力」という。）であると判明したとき。 

（2）契約者が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨 

害したとき、その他これらに類するやむをえない事由があったとき。 

2当社との契約は、次に掲げる事由に該当したときに解約されるものとします。 

（1）契約者が暴力団等反社会勢力であることが判明し、当社が解約を申し出たとき。 

(2)契約者が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨 

害したとき、その他これらに類するやむをえない事由により、当社が契約者に解約を申し出たとき。 

 

第３章 料金等 
第１６条（利用の単位） 

本サービスの利用の単位は 1ヶ月間とします。 

なお、基準1ヶ月は、当該月1日から同月の末日とします。 

第１７条（利用料金） 

本サービスの利用料は、当社が別途料金表に定める金額とします。 

2. 契約者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額とします。 

3. 物価又は、当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも利用 

料金を変更することができるものとします。 

第１８条（支払の条件） 

契約者は、当社または当社が指定する者より当社指定の方法にて、当社が定める指定の期日までに支払うものとします。 

2 当社が別途規定する場合をのぞき、契約者から支払われた料金を返金することはできません。 

第１９条（遅延損害金） 

契約者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5％の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第４章 利用の中止等 

第２０条（提供中止） 

当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 

（1）当社の設備の保守上又は、工事上やむを得ないとき。 

（2）天災、地変、その他の非常事態の発生、もしくは、発生する恐れがある場合。 

（3）本サービスの提供に必要となる伝送路設備を保有する電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合。 

2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限り

でありません。 

3 当社は、前2項の規定による本サービスの提供の中止により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。 

第２１条（利用停止） 

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの利用を停止する事があります。 

(1)第8条（利用申込の承諾）第2項の各号の規定に該当する。 

(2)第26条（禁止事項）の各項に該当したとき、又は、該当するおそれがあると当社が判断したとき。 

(3)第27条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(4)契約者が料金の支払いを遅滞した場合。 

(5)契約者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合。 

(6)その他、法令に違反したとき。 

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び、期間を契約者に通知します。ただし、 

緊急やむをえない場合は、この限りでありません。 

3 当社は、前2項の規定による本サービスの利用の停止により生じた損害に対し、一切の責任を負わないものとします。 

 

第５章 損害賠償等 

第２２条（非保証） 

当社は、理由の如何を問わず、本サービスの品質、正確性（地震発生時に必ず情報が伝達されること、情報の伝達が地震の到達の前に必ず間に合うこと、

誤報、誤差が生じないことを含むがこれらに限らない）について一切保証いたしません。 

2 契約者は、機器又は、ソフトウェアの不具合・設定内容、通信回線の品質・速度、その他事由により、本サービスの品質、正確性が担保されない場合があ

ることに予め同意するものとします。 

 

第２３条（損害賠償） 

当社は、当社の故意又は、重大な過失により生じた損害である場合を除き、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ

の提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態（本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。）

にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は本



サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）について、24時

間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額料金の日割り額（この場合一ヶ月を30日とみなします。）の合計額を発生した損害とみなし、当該契約者の

請求に基づきその額に限って賠償します。 

2 前項において、契約者は当該請求をなしえることとなった日から 30日以内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。 

3 当社は、本サービスの利用（誤差、誤報も含め緊急地震速報の発報、あるいはシステム障害、伝送路設備障害、その他機器・設定等により発報しないこと

等を含みます）により生じる結果又は、本規約に従って行った行為の結果について、契約者その他いかなる者に対しても、いかなる責任も負担しないもの

とします。 

4 地震その他の災害に伴う混乱、事故、損害については本サービスとは無関係であり、当社はいかなる場合も一切の責任を負わないものとします。 

5 契約者が本サービスの利用により第三者（他の契約者を含みます）に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責

任も負担させないものとします。 

第２４条（不可抗力） 

天災、地変、その他当社の責めに帰すべかざる理由により、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社はいかな

る責任も負わないものとします。 

第２５条（契約者への通知） 

契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。 

(1)本サービスを掲載した当社のサイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、契約者に対し通知が完了したものとみなします。 

(2)契約者が利用申込の際又は、契約者が予め指定する電子メールアドレス宛への電子メール、あるいは、ＦＡＸ番号宛へのＦＡＸを送信して行います。この

場合は、送信が確定した時をもって、契約者に対し通知が完了したものとみなします。 

(3)契約者が利用申込の際又は、その後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもっ

て、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 

(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通知が完了したものとみなします。 

2. 当社は通知に起因して発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 

第２６条（禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 

(1)当社もしくは、第三者の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。 

(2)当社もしくは、第三者の財産、プライバシーもしくは、肖像権を侵害する行為又は、侵害するおそれのある行為。 

(3)当社もしくは、第三者を差別もしくは、誹謗中傷し、又は、その名誉もしくは、信用を毀損する行為。 

(4)（詐欺、業務妨害等の）犯罪行為又は、これを誘発もしくは、扇動する行為。 

(5)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は、消去する行為。 

(6)本サービス及び、当社の業務の遂行又は、当社の機器設備に著しい支障を及ぼす、又は、及ぼすおそれがある行為。 

(7)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する行為。 

(8)他の契約者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為。 

(9)公序良俗に反する行為及び、そのおそれのある行為。 

(10)法令に違反する行為。 

(11)その他、当社が本サービスの契約者として相応しくないと判断する行為。 

 

第６章  雑則 
第２７条（利用に係る契約者の義務） 

契約者は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は、他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないことに

同意していただきます。 

2 契約者は、当社から ID・パスワード等の契約者識別符号を割り当てられた場合、当該の契約者識別符号等を管理する責任を負うものとし、その内容をみ

だりに第三者に知らせてはなりません。 

3 契約者は、本契約で受け取った緊急地震速報が不特定多数の第三者に対して通知されるおそれのある場合、緊急地震速報に関する注意事項の通知

に関して、責任を負うものとします。 

第２８条（知的所有権） 

本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権及び、著作者人格権ならびに、それに含まれるノウハウ等の一切の知的所有

権は、当社又は、当社の指定する者に帰属するものとします。 

2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。 

(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。 

(2)複製・改変・編集等を行わないこと。 

(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。 

(4)当社又は、当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は、変更しないこと。 

第２９条（法令に規定する事項） 

本サービスの提供又は、利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。 

第３０条（個人情報の保護） 



当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。 

第３１条（紛争の解決） 

本規約の条項又は、本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。 

2 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。 

3 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

附則  この規約は、2022年3月1日より実施します。 

 

 

利用料金 

 

【 本サービス利用料 】 

 

月額利用料金 １０，０００円（消費税別） 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



緊急地震速報の特性と注意事項 

 

 

緊急地震速報を適切に活用するためには、技術的な特性や限界を十分に理解する必要があります。 

 

【緊急地震速報の特性と注意事項】 

１． 緊急地震速報の発報から大きな揺れが到達するまでの時間は、長くても十数秒から数十秒と極めて短い

時間です。 

２． 震源に近いところでは地震到達まで緊急地震速報が間に合わないことがあります。(直下型) 

３． ごく短い時間のデータだけを使った情報であることから、予測された震度に誤差を伴う場合があります。 

４． 落雷、事故、機器の故障等により、誤報を発生する可能性があります。 

５． 緊急地震速報は、サービス品質および、正確性（地震発生時に必ず情報が伝達および、発報されること、

情報の伝達が地震の到達の前に必ず間に合うこと、誤報、誤差が生じないことを含む）について一切保証

されません。 

６． 緊急地震速報について十分理解し、日頃から、地震を想定した行動マニュアルの整備や、定期的な避

難・防災訓練の実施に努めてください。 

７． 緊急地震速報は、地震の被害を極力少なくする（減災の）ためのものであり、お客様の財産や命を守るた

めのものではありません。 

８． 緊急地震速報の受信は、お客様の自己責任でなされるものであり、その使用によって生じたいかなる損

害やその他費用等に関して一切の責任を負いません。 

 

 

 

株式会社 アース・キャスト 

 

 

 



個人情報の取扱いに関して 

 

株式会社 アース・キャスト（以下、当社といいます。）は、お客様の個人情報の保護及び適切な取扱いが、当社にとって社会的責務であると考え

ております。当社は、当社が取得する個人情報を、以下の定めに基づき、適切に取扱い、保護に努めてまいります。  

 

1. 個人情報の定義  

個人情報とは、以下のような特定の個人を識別できるものをいいます。 

(1)氏名、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、電子メールアドレス、口座番号、クレジットカード番号、及びお客様に提供するサービス内容

等。 

(2)その情報のみでは特定の個人を識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、この照合により特定の個人を識別できることとなる情

報。 

(3)上記の情報のうち1つまたは複数を組合せることでお客様の個人を特定できる情報。  

   

2. 個人情報の取得と利用  

(1)当社は、当社のサービスを提供するために必要、かつ、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。 

(2)お客様の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、当社が利用するほか、委託業務の達成に必要な範囲内で、株式会社アース・キャスト

社ならびに、当社が委託したものも利用できるものとします。 

(3)当社はお客様の個人情報を、次の目的で利用します。 

 [1] お客様への緊急地震速報配信サービスに関する契約の締結。 

 [2] 配信サーバー・端末管理システムへの情報登録・運用。 

 [3] 当社が提供するサービスやキャンペーン等のお知らせ、または、各種アンケート調査を実施するため。 

 [4] お客様からのご意見、ご要望、苦情・相談等にお応えするための対応業務のため。 

 [5] 当社が提供するサービスに関わるメンテナンス、アフターサービス、定期点検を行うため。 

 [6] サービスの変更及びサービスの休廃止の通知をお客様にお届けするため。 

 [7] お客様のお支払い情報の確認のため。 

 [8] サービスの向上及び新規サービスの開発等を行うため。 

(4)上記の利用目的以外に、お客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記 3.(2)～(6)に該当する場合を除き、事前にお客様に利用者

及び利用目的を連絡し、お客様から事前のご同意を得た上で、提供、利用します。  

  

3. 個人情報の提供先の範囲  

お客様の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供いたしません。 

(1)お客様からご同意を得た場合。 

(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。 

(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。 

(4)国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、情報主体の同意を得ることによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 

(5)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。 

(6)警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会（刑事訴訟法第 197条、弁護士法第 23条の２等）がなされた場合。ただし、通信の

秘密に属する事項については提供しない。  

  

4. お客様の個人情報の安全管理措置  

(1)当社は、従業者に対して個人情報の保護に関する教育・啓発活動を実施するほか、個人情報保護管理者をおき、お客様の個人情報の安全管理に

努めます。 

(2)当社は、お客様の個人情報への不正なアクセスや個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するため、物理的、人的過失についてセキュリティの維

持に努めます。 

(3)当社は、当社が委託先との間で機密保持契約を締結し、お客様の個人情報について、適切な取扱い及び保護を行うよう指示・監督をします。  

   

5. お客様の個人情報の開示、利用目的の通知請求等  

(1)当社が保有しているお客様の個人情報について、開示、利用目的の通知、訂正、追加、削除、利用停止、消去及び第三者への提供停止（以下、

「開示等」という）の各請求をされる場合は、当社所定の書式により、当社まで直接ご請求下さい。個人情報漏洩防止、正確性、安全性の確

保の観点から、その請求が不当な場合を除き、遅滞なく必要な調査を行い、当該ご請求がお客様ご自身によるものであること、または正当な

代理人によることが確認できた場合に限り、お客様の個人情報の開示等を行います。ただし、開示等をすることにより、次の各号のいずれか

に該当する場合には、その全部又は一部の開示等をしないことがあります。 

 (ア) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合。 

 (イ) 当社の権利または正当な利益を損なったり、業務の適正実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合。 



 (ウ) 違法又は不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある場合。 

 (エ) 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被

るおそれがある場合。 

 (オ) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがある場合。 

 (カ) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合で、当該事務に支障を及ぼす恐れが

ある場合。 

 (キ) 他の法令に違反することとなる場合。 

(2)当社が保有しているお客様の個人情報について開示等の各請求を行う場合、お客様は当社に対して次の(ア)～(エ)のいずれかの書類を提示、又

はそのコピーを提出していただきます。更に、前項の代理人は加えて(オ)の手続きをしていただきます。 

 (ア)運転免許証 

 (イ)健康保険証 

 (ウ)パスポート 

 (エ)その他本人の確認ができる書類 

 (オ)代理人の方は、お客様からの委任状等の委任されたことを証明できるものに、(ア)～(エ)のいずれかの書類又はそのコピーを添付して

ください。また、法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類を提出してください。 

(3)お客様は、当社が保有しているお客様の個人情報について開示、又は利用目的の通知を請求したときは、その作業に要する別途定める手数料を、

当社からの請求後、直ちに現金又は銀行振込で支払うものとします。 

(4)前(1)～(3)項の開示等の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して遅滞なくご連絡いたします。なお、不実施の場合は、その理

由を説明するよう努めます。  

   

6. 当社の委託先への個人情報の提供  

当社が保有するお客様の個人情報の取扱いを外部業者に委託することがあります。この場合も業務委託先に対して適切な管理を行うよう指示・監

督をします。 

(1)当社が委託する業者に提供するお客様の個人情報の範囲は、お客様から特に申し入れがある場合を除いて、当社が保有する、委託先が業務遂行

上必要な個人情報といたします。 

(2)当社が委託先へお客様の個人情報の提供（以下、「業者への情報提供」という）を行う場合は、紙、電子データの伝送、電子記録媒体の引渡し、

サーバーへのアクセスのいずれかの方法で行います。 

(3)お客様より、当社の委託先での個人情報の取扱いについて改めるようご請求があった時は、正当な理由によるご請求に限り、改善するよう委託

先を指導いたします。 

(4)前項の改善指導の実施、不実施については、ご請求のあったお客様に対して遅滞なくご連絡いたします。なお、不実施の場合は、その理由を説

明するよう努めます。   

   

8. 関係法令の遵守  

当社は、お客様の個人情報に関する日本国の法令（個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情

報の保護に関する基本方針、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを遵守いたします。  

   

9.変更及び告知  

個人情報の取扱いに関して、本書記載の内容は、必要に応じて当社により変更することがあります。最新の内容は、当社のホームページサイトに掲載致し

ます。  

 

10. 個人情報についての窓口  

お客様の個人情報についての開示等のご請求、異議等のお申し出、又は苦情、本宣言の内容に関するご質問等ございましたら、下記連絡先にお申し出

下さい。 

（お問い合わせ窓口）  株式会社アース・キャスト コンプライアンス室 個人情報問合せ係 

メール：information@earthcast.co.jp  電 話：03-6273-6373（受付時間 10:00～17:30※） 

※土・日曜日、祝日、年末年始、ゴールデンウィーク期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。 

   

11. 保存期間  

当社は、お客様の個人情報の保存期間を定め、これを超えた個人情報は遅滞なく消去します。 

ただし、法令等の規定に基づき、保存を義務づけられているときは、この限りではありません。  

 

ご参考   １．個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

２．個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年12月10日政令507号） 

３．個人情報の保護に関する基本方針（平成16年4月2日閣議決定） 

４．電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（平成16年8月31日総務省告示第695号） 


